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歯科口腔保健の推進に関する法律の施行について(通知)

歯科口腔保健の推進に関する法律(平成 23年法律第 95号。以下「法」という。)に

ついては、平成 23年 7月 27日に参議院厚生労{副委員長から提出され、同日参議院で可

決、 8月 2日に衆議院で可決成立し、本日公布されたところである(別紙)。

この法律は公布の日から施行することとしており、法律の主な内容は下記のとおりで

あるので、十分御了知の上、管内市町村(保健所設置市及び特別区を除く。)をはじめ、

関係機関、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その実施に遺漏なきを期

されたい。

また、今後、厚生労働省においては、法に基づき、歯科口腔保健の推進に関する基本

的事項の策定をはじめとして、歯科口腔保健に関する施策を総合的に推進していく予定

である。

貴j般におかれては、地域の状況に応じた施策の策定、実施等について、特段の御配慮

をいただきたい。



記

1 目的 (第 1条関係)

この法律は、口腔の健康が国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な

役割を果たしているとともに、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取

組が口腔の健康の保持に極めて有効であることに鑑み、歯科疾患の予防等による口

腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)め推進に関し、基本理念を定め、

並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進

に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関す

る施策を総合的に推進し、もって国民保健の向上に寄与することを目的とすること。

2 基本理念 (第 2条関係)

歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければ

ならないこと。

(1) 国民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行う

とともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び

歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。

(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図

りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。

3 国及び地方公共団体の寅務 (第3条関係)

(1) 国は、 2の基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、

及び実施する責務を有すること。

(2) 地方公共団体は、 2の基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策

に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実

施する責務を有すること。

4 歯科医師等の寅務 (第4条関係)

歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務(以

下「歯科医療等業務」という。)に従事する者は、歯科口腔保健(歯の機能の回復に

よるものを含む。)に資するよう、医師その他歯科医療等業務に関連する業務に従事

する者との緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、国及び地方公共

団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとするこ

と。

5 国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の寅ー務 (第5条関係)

法令に基づき国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者は、国及び地方公

共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする

こと。



6 国民の責務 (第6条関係)

国民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活におい

て自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診(健康

診査及び健康診断を含む。以下同じ。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受

けることにより、歯科口腔保健に努めるものとすること。

7 歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等 (第7条関係)

国及び地方公共団体は、国民が、歯科口腔保健に関するEしい知識を持っとともに、

生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うことを促進す

るため、歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓

発、歯科口腔保健に関する国民の意欲を高めるための運動の促進その他の必要な施策

を講ずるものとすること。

8 定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等 (第8条関係)

国及び地方公共団体は、国民が定期的に歯科に係る検診を受けふこと及び必要に応

じて歯科保健指導を受けること(以下「定期的に歯科検診を受けること等Jとしづ。)

を促進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨その他の必要な施策を講ず

るものとすること。

9 障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等 (第9条関係)

国及び地方公共団体は、障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期

的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものが、定期的に歯

科検診を受けること等又は歯科医療を受けることができるようにするため、必要な施

策を論ずるものとすること。

10 歯科疾患の予防のための措置等 (第 10条関係)

7から 9までのほか、国及び地方公共団体は、個別的に又は公衆衛生の見地から行

う歯科疾患の効果的な予防のための措置その他の歯科口腔保健のための措置に関す

る施策を講ずるものとすること。

11 口腔の健康に関する調査及び研究の推進等 (第 11条関係)

国及び地方公共団体は、口腔の健康に関する実態の定期的な調査、口腔の状態が全

身の健康に及ぼす影響に関する研究、歯科疾患に係るより効果的な予防及び医療に関

する研究その他の口腔の健康に関する調査及び研究の推進並びにその成果の活用の

促進のために必要な施策を講ずるものとすること。

12 歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等 (第 12条及び第 13条関係)

(1) 厚生労働大臣は、 7から 11までにより講ぜられる施策につき、それらの総合的

な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるものとすること。

(2) (1)の基本的事項は、健康増進法(平成 14年法律第 103号)の基本方針、地域



保健法(昭和 22年法律第 101号)の基本指針その他の法律の規定による方針又は

指針であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたも

のでなければならないこと。

(3) 厚生労働大臣は、(1)の基本的事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとすること。

(4) 厚生労働大臣は、(1)の基本的事項を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表するものとすること。

(5) 都道府県は、 (1)の基本的事項を勘案して、かつ、地域の状況に応じて、当該都

道府県において 7から 11までにより講ぜられる施策に.っき、それらの総合的な実

施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるよう努めなければなら

ないこと。

(6) (5)の基本的事項は、健康増進法第8条第 1項の都道府県健康増進計画その他の

法律の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと

調和が保たれたものでなければならないこと。

13 財政上の措置等 (第 14条関係)

国及び地方公共団体は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために必要な

財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること。

14 口腔保健支援センター (第 15条関係)

(1) 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、口腔保健支援センターを設ける

ことができること。

(2) 口腔保健支援センターは、 7から 11までの施策の実施のため、歯科医療等業務

に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う機関とする

こと。

15 施行期日 (附則関係)

この法律は、公布の日から施行すること。
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入
で
古
る
こ
と
と
し
た
.
{
凶
民
年
金

法
附
則
第
五
条
聞
係
)

3
筋
三
時
被
保
険
者
則
聞
と
田
被
す
る
第
二
号
被
保

険
者
則
聞
が
新
た
に
判
明
し
た
山
崎
合
得
の
取
般
い

第
三
号
被
保
険
古
川
川
と
担
制
す
る
第
二
号
被
保

険
者
則
川
が
新
た
に
判
明
し
た
期
合
唱
に
、
当
松
川

川
に
引
き
続
く
第
三
時
被
保
険
者
則
山
都
を
、
保
険

料
納
付
市
川
川
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
た
。
(
国

民
年
金
法
附
則
第
七
条
の
三
の
二
関
係
)

=究ヌ
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5

業

務

凶

負

担

金

の

加

の

特

例

。

幽

科

口

腔

保

健

の

推

進

に

閲

す

る

法

補

(

法

律

第

九

五

一

H

負

担

金

問

の

紹

定

を

受

け

た

附

子

力

事

業

者

(

以

下

「

胞

国

号

)

(

陣

生

労

働

省

)

一

原
子
力
事
業
者
〔
実
用
発
屯
用
原
子
炉
文
は
実
用
一
定
事
業
者
」
と
い
う
J
が
、
特
別
川
間
内
の
事
業

-
1

目

的

一

再
処
理
脳
設
を
設
附
し
、
収
子
炉
の
迎
転
等
を
し
て
一
年
度
に
納
，
す
す
べ
き
負
担
金
の
加
は
.
Hの
負
担
四

1

一

一

f

田
口
胞
の
他
阪
が
悶
民
が
仙
肢
で
聞
の
高
い
生
活
を
世
一

い
る
も
の
を
い
う
.
以
下
同
じ
。
)
は
、
機
備
の
耶
栄
一
合
の
制
に
特
別
負
担
金
制
(
路
定
事
業
者
が
迫
b
国

一

一

回

む

上

で

お

磁

的

か

っ

皿

盟

な

役

削

を

県

た

し

て

い

る

と

一

年

度

ご

と

に

、

搬

出

刑

の

来

初

に

閉

山

す

る

費

用

に

充

て

一

的

に

負

担

す

る

こ

と

が

相

当

な

畑

と

し

て

峨

梢

が

四

一

る
た
め
、
機
摘
に
対
し
、
負
担
金
を
納
付
し
な
け
れ
一
事
業
年
度
ご
と
に
定
め
る
制
を
い
う
J
を
加
姉
し
一
と
も
に
、
悶
民
の
日
常
生
活
に
お
け
る
的
科
技
砲
の
予
一

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
a
(
第
三
八
条
1
第
四
O
条
一
た
純
と
す
る
こ
と
と
し
た
・
第
五
二
条
関
係
〉
由
防
に
向
け
た
取
組
が
口
肢
の
他
阪
の
保
持
に
極
め
て
有
一

附

係

)

一

同

制

笹

川

附

償

の

円

滑

な

実

施

に

資

す

る

た

め

の

相

似

甲

効

で

あ

る

乙

左

に

鑑

み

、

曲

科

疾

忠

の

予

防

相

叩

に

よ

る

一

ω
資

金

位

助

一

そ

の

他

の

来

初

回

口

胞

の

他

府

の

保

持

(

以

下

「

前

科

口

腔

保

他

」

と

い

一

ω
通

則

一

機

構

は

、

資

金

恨

助

を

行

っ

た

場

合

に

は

、

以

子

皿

う

。

)

の

推

巡

に

附

し

、

品

本

理

念

を

定

め

、

そ

の

基

本

一

原
子
力
事
業
者
は
、
そ
の
制
官
吾
川
附
償
す
る
貨
一
力
制
宙
を
受
け
た
者
か
ら
の
相
般
に
応
ず
る
ほ
か
.

E

と
な
る
事
柄
引
を
定
め
る
こ
と
符
に
よ
り
、
的
科
口
腔
保
一

め
に
任
ず
べ
き
加
が
附
償
措
雌
簡
を
越
え
る
と
見
一
資
金
扱
助
を
受
け
た
原
子
力
引
業
者
か
ら
、
そ
の
保
田
他
の
拙
迎
に
関
す
る
施
却
を
総
合
的
に
推
進
し
、
国
民
一

込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
原
子
力
事
業
者
に
対
す
る
一
有
す
る
資
庇
の
間
取
り
を
行
う
こ
と
が
で
さ
る
こ
と
E

保
仙
の
向
上
に
市
与
寸
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
.
(
第
一
一

資
金
の
交
付
(
以
下
「
資
金
交

g
と
い
う
J
智

一

と

し

た

・

ま

た

、

機

械

は

平

成

二

十

三

年

収

子

力

事

四

条

関

係

)

一

の
措
附
(
以
下
「
資
金
按
助
」
と
い
う
J
を
行
う
一
故
に
よ
る
被
告
に
係
る
腕
急
措
聞
に
附
す
る
法
伸
一

2

必

本

理

念

一

こ
と
を
、
機
備
に
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
一
(
平
成
一
一
三
年
法
律
抑
九
一
き
の
定
め
る
と
こ
ろ
一
歯
科
目
提
出
脱
出
品
す
る
躍
は
、
次
に
拘
一

ωと

れ

わ

肌

伊

沢

間

何

回

i
関

係

}

一

日

H
P持
刊
誌
投
開
品
開
忠
清
肘
一

L
2
2本
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
一

機

川

柵

は

、

資

金

般

助

の

申

込

み

が

あ

っ

た

場

合

一

五

五

条

関

係

)

一

と

と

し

た

・

(

筋

二

条

関

係

)

一

こ
お
い
て
、
資
金
交
付
に
回
す
る
般
用
に
充
て
る
一

6

財

務

及

び

会

計

一

付

国

民

が

、

生

涯

に

わ

た

っ

て

日

常

生

活

に

お

い

て

一

た
め
、
国
仰
の
交
付
を
受
け
る
必
製
が
あ
る
と
き
一
機
怖
は
、
毎
事
業
年
度
・
損
益
計
算
に
お
い
て
利
益
一
的
科
抜
出
の
予
防
に
向
け
た
取
組
を
行
う
と
と
も
↓

は
、
迎
世
委
日
会
の
椛
決
を
総
て
、
申
込
み
を
行
つ
一
を
生
じ
た
と
き
は
!
附
肝
来
年
度
か
ら
繰
り
出
陣
し
た
似
一
に
、
削
科
抗
出
を
早
川
に
発
見
し
、
早
期
に
治
療
を
一

た
原
子
力
引
業
者
と
共
同
し
て
、
開
子
力
事
業
者
一
失
を
埋
め
、
な
お
山
間
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
の
一
受
け
る
己
と
を
促
巡
す
る
こ
と
・
一

の
級
官
の
合
理
化
の
た
め
の
方
筏
原
子
力
喜
一
宮
、
樹
立
金
と
し
て
監
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
一
同
乳
幼
児
期
か
品
問
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
一

の
賠
償
の
雌
行
に
充
て
る
た
め
の
資
金
を
附
保
す
一
と
と
し
、
特
別
資
金
侵
助
を
行
っ
た
糊
合
に
は
、
当
紘
一
に
お
け
る
口
腔
と
そ
の
機
能
の
状
態
及
び
前
科
市
首
一

る
た
め
の
原
子
力
事
提
出
に
よ
る
関
係
者
に
対
す
一
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
国
債
の
償
遡
を
受
け
た
加
の
合
一
の
特
性
に
応
じ
て
、
適
切
か
つ
効
果
的
に
的
科
口
腔
守

-

十

一

計

制

か

ら

既

に

回

仰

に

納

付

し

た

加

を

控

除

し

た

制

ま

回

目

る
協
力
の
川
島
川
そ
の
他
の
方
策
雪
笠
氾
峨
L
P吉
一

で

を

限

り

、

悶

附

に

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

一

保

他

を

推

進

す

る

己

と

・

一

回

を

作

成

し

、

主

駒

大

臣

の

認

定

を

受

け

な

け

れ

一

回

訪

保

他

、

医

療

、

社

会

侃

批

-

労

働

側

生

、

救

出

H
そ
圃

一
と
し
た
.
(
第
五
六
条
i
第

六

三

条

附

係

)

陣

l

圃

ば
な
ら
な
い
乙
と
と
し
、
そ
の
際
、
純
情
は
、
当
一

7

政

府

に

よ

る

資

金

の

交

付

一

の

他

の

附

辿

施

策

の

有

機

的

な

辿

拠

を

悶

り

つ

つ

、

-

M
一
胤
干
力
事
業
者
の
資
産
に
対
す
る
般
正
か
つ
客
一
政
府
は
、
持
し
く
大
例
制
な
郎
子
り
同
容
の
発
生
そ
一
そ
の
聞
係
者
の
協
力
を
得
て
、
総
合
的
に
前
科
口
腔
-

制
的
な
評
価
及
び
純
世
内
容
の
徹
底
し
た
見
出
し
一
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
地
気
の
安
定
供
耐
そ
の
他
の
岡
一
保
似
を
般
巡
す
る
こ
と
・
一

を
行
う
と
と
も
に
、
当
肢
郎
子
力
耶
業
者
に
よ
る
一
子
炉
の
雌
松
怖
に
係
る
耶
換
の
阿
桝
な
迎
世
に
支
附
U
U
E
3

困

、

地

方

公

共

団

体

制

叩

の

賞

防

-

凶
係
者
に
対
す
る
協
力
の
史
的
が
適
切
か
つ
十
分
一
来
し
、
文
は
当
山
崎
市
引
業
の
利
用
者
に
者
し
い
負
担
を
及
田
幽
科
口
腔
保
仙
の
舵
迎
に
開
し
、
岡
地
方
公
共
団
-

な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
硝
認
し
な
け
れ
ば
な
一
ぽ
す
過
大
な
加
の
負
担
金
を
定
め
る
こ
と
と
な
り
、
国
一
体
、
前
科
医
師
等
、
国
民
の
他
版
の
保
持
削
巡
の
た
め
一

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
(
第
四
五
条
1
第
一
民
生
活
及
び
悶
民
経
済
に
前
大
な
支
附
を
生
ず
る
お
そ
一

z必
距
な
事
携
を
行
う
者
及
び
四
民
の
賞
狛
を
規
定
す
'
一

四
七
条
関
係
)
一
れ
が
あ
る
と
惚
め
ら
れ
る
羽
合
に
限
り
・
予
算
で
定
め
一
ド
」
と
と
し
た
。
第
一
-
一
条

1
m六
会

開

係

)

一

ω
間
唯
一
…
抑
制
制
抑
制
吋
路
間
金
交
付
一
首
綿
刊
誌
問
問
品
削
減
併
特
す
一
4

各

細

胞

慌

の

盤

一

を
実
雌
す

。
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
閥
会
の
臓
員

及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
閲
す
る
法
律
施

行
令
の
一
部
を
改
E
す
る
政
令
(
政
令
第
二
五
三
号
)

(
総
務
省
)

-
公
職
選
挙
法
の
溜
挙
人
名
簿
の
登
鯨
に
附
す
る
規
定

の
取
扱
い
に
つ
い
て
定
め
た
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
と

し
た
。
{
第
一
条
関
係
)

2

v
」
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
来
日
本
大
震
災
に
伴
う

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
椛
白
及
び
長
の
選
挙
則
自
布

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
仰
施
行
令
の
規
定
は
、
こ
の

政
令
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
川
日
を
告
示
さ
れ
る
京
日

本
大
震
災
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
織
会
の
般
民
及
び

長
の
選
挙
期
日
唱
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
仲
第
一
条

の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
巡
準
か
ら
適
用
す
る
と
と
と

し
た
。
(
附
則
第
二
条
関
係
}

3

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

たー
5

幽
科
日
間
保
他
の
抑
准
に
附
す
る
必
本
的
事
羽
の
現

定
都聞

生
労
働
大
臣
は
、

4
の
施
策
に
つ
き
、
そ
れ
ち
の

総
合
的
な
実
施
の
た
め
の
方
針
、
目
限
、
計
削
そ
の
他

の
組
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
、
都
道
府
県
は
そ

の
基
本
事
項
を
助
衆
し
て
、
か
っ
、
地
域
の
状
況
に
応

じ
て
、

4
の
施
策
の
総
合
的
な
尖
胞
の
た
め
の
方
針
、

目
酬
師
、
計
岡
そ
の
他
の
山
本
的
市
羽
を
定
め
る
よ
う
岡
山

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
(
第
一
二
条
及
び

第
一
三
条
削
係
)

6

財
政
上
回
出
制
限
等

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
的
科
口
腔
保
他
の
推
進

に
附
す
る
胞
奴
を
実
施
す
る
た
め
に
必
脱
な
財
政
上
の

拙
蹴
そ
の
他
の
拙
雌
を
訓
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し

た
よ
第
一
四
条
関
係
)

7

口
腔
保
他
支
岡
山
セ
ン
タ
ー

都
道
府
県
、
保
他
所
を
設
問
す
る
市
及
び
特
別
区
は
、

4
の
脳
椛
の
災
胞
の
た
め
、
歯
科
医
椛
即
日
叩
掛
刑
務
に
従
収

す
る
者
等
に
対
す
る
仙
刊
の
提
供
、
研
修
の
災
施
そ
の

他
の
支
援
を
行
う
口
腔
保
他
支
援
セ
ン
タ
ー
を
投
げ
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
.
(
第
一
五
条
閃
係
)

8

施
行
朋
日

と
の
法
仰
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た。
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閉
山
九
十
四
条
第
三
項
中
「
前
項
』
を
「
第
二
項
及
び
前
二
項
」

項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

3

原
子
力
捌
省
賠
償
支
抽
出
則
定
に
お
け
る
借
入
金
対
象
経
費
は
、
図
的
披
現
品
企
特
別
会
計
鍬
入
れ
に
盟
す
る
時

用
と
す
る
.

4

原
子
力
畑
山
富
賠
償
支
般
肋
定
に
お
い
て
、
悶
簡
略
瑚
基
金
特
別
会
計
縦
入
れ
に
盟
す
る
拠
用
の
財
慨
に
充
て
る

た
め
に
必
虫
が
あ
る
羽
合
に
は
、
阿
川
剛
定
の
負
担
に
お
い
て
、
一
年
内
に
償
迎
す
べ
き

M
券
を
舟
行
す
る
と
と
が

で
き
る
.
こ
の
場
合
に
お
け
る
征
券
の
限
度
制
に
つ
い
て
は
、
予
却
を
も
っ
て
‘
国
会
の
綱
決
を
結
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

5

原
子
力
制
官
附
償
支
般
勘
定
に
お
い
て
は
、
翌
年
度
に
お
け
る
岡
山
間
蛇
迎
掛
金
特
別
会
計
鍬
入
れ
を
円
滑
に
実

施
す
る
た
め
、
予
郷
を
も
っ
て
国
会
の
織
決
を
純
た
金
制
を
限
度
と
し
て
、
河
川
則
定
の
負
担
に
お
い
で
、
借
入
金

を
し
、
又
は
一
年
内
に
償
迎
す
べ
き
証
券
を
先
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
五
条
第
一
羽
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
時
間
給
助
申
佳
の
下
に
「
及
び
紙
子
力
削
由
附
償
支
般
助
定
」
を
加
え
る
.

(
公
文
品
等
の
官
邸
に
関
す
る
法
仰
の
一
郎
改
正
)

第
十
五
条
公
文
自
明
す
の
官
理
に
附
す
る
法
印
(
平
成
二
十
一
年
法
仰
抗
六
十
六
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る。
別
表
第
一
国
立
大
学
法
人
の
叫
引
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
.

割
引
制
即
刻
劇
州
副
引
劃
釦
割
和
制
利
引
引
副
剖
創
刊
剛
引

内
附
総
刷
大
臣

総
務
大
臣

法
務
大
臣

財
路
大
臣

文
部
科
学
大
臣

純
済
産
業
大
臣

に
改
め
、
同
項
を
向
指
第
六
羽
と
し
、

同
金
第
二

幸E

情

白

人

片
山
笹
川

江
田
五
月

野

田

佳

彦

仰
木
雅
明

海
江
田
万
虫

尚
科
口
腔
保
他
の
縫
進
に
附
す
る
法
仰
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

宮

御

御

!祖

名平
成
一
一
十
三
年
八
月
十
日

7l<nlil日

内
閣
総
理
大
臣

人

平成之3年8月 10日

法
律
第
九
十
五
号

歯
科
口
腔
保
他
の
推
進
に
附
す
る
法
律

(
目
的
)

〈
合

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
口
腔
の
他
脱
が
国
民
が
他
山
で
慣
の
向
い
生
活
を
世
む
上
で
必
磁
的
か
つ
鼠
裂
な
役
制
在
民

た
し
て
い
る
と
と
も
に
、
国
民
の
日
常
生
活
に
お
け
る
尚
科
疾
訟
の
予
防
に
向
け
た
取
組
が
口
胞
の
他
肢
の
保
持
に

凶
め
て
有
効
で
あ
る
こ
と
に
鑓
み
、
品
聞
科
疾
山
叫
の
予
防
等
に
よ
る
口
胞
の
他
山
の
保
持
{
以
下
「
曲
科
口
股
保
他
』

と
い
う
。
)
の
推
進
に
閃
し
、
作
品
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
回
及
び
地
方
公
共
団
体
の
由
民
務
怖
を
明
ら
か
に
す
る
と
と

も
に
、
品
川
科
口
腔
保
他
の
挑
迎
に
関
す
る
施
術
の
基
本
と
な
る
事
柄
引
を
定
め
る
乙
と
特
に
よ
り
、
的
科
目
股
保
舶
の

推
進
に
附
す
る
脳
策
を
総
合
的
に
推
巡
し
、
も
っ
て
国
民
保
他
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

〈
基
本
理
念
)

第
二
条
附
科
口
腔
保
他
の
推
進
に
附
す
る
施
策
は
、
次
に
同
げ
る
山
中
柄
引
を
必
本
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

一
国
民
が
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
日
常
生
活
に
お
い
て
陥
科
疾
出
の
予
防
に
向
け
た
取
組
を
行
う
と
と
も
に
、
削
科

疾
患
を
早
期
に
発
見
し
、
早
期
に
治
療
を
受
け
る
こ
と
を
促
巡
す
る
こ
と
.

二
乳
幼
児
期
か
ら
世
間
的
期
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
口
胞
と
そ
の
機
他
の
状
態
及
び
的
科
波
山
の
特
性

に
応
じ
て
、
泊
切
か
つ
効
川
端
的
に
蜘
科
口
腔
保
他
を
抑
巡
す
る
こ
ど
。

三
保
他
、
医
娘
、
社
会
協
祉
、
労
働
術
生
、
教
育
そ
の
他
の
附
辿
施
取
の
有
機
的
な
辿
拠
を
図
り
つ
つ
、

係
者
の
協
力
を
得
て
、
総
合
的
に
幽
科
口
腔
保
他
を
拙
逃
す
る
こ
と
。
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(
聞
及
び
地
方
公
共
間
体
の
間
前
)

第
三
条
国
は
、
川
条
の
訴
木
町
念
{
次
現
に
お
い
て
『
基
本
理
念
」
と
い
う
。
)
に
の
っ
と
り
、
前
科
口
腔
保
他
の
拙

地
に
附
す
る
刷
加
を
精
一
正
し
、
及
び
実
施
す
る
関
務
を
有
す
る
.

2

地
方
公
共
団
体
は
恥
部
木
理
念
に
の
っ
と
り
、
歯
科
白
腔
保
仙
の
推
進
に
関
す
る
施
策
に
問
し
、
固
と
の
辿
拠
を

悶
り
つ
つ
、
そ
の
地
峨
の
状
況
に
応
じ
た
施
餓
を
担
定
し
、
及
び
実
施
す
る
質
的
問
を
有
す
る
。

(
曲
科
医
師
怖
の
成
務
〕

第
四
条
品
開
科
医
師
‘
前
科
術
生
士
、
耐
科
技
エ
士
毛
の
他
の
前
科
医
療
又
は
保
他
府
滑
に
係
る
業
務
{
以
下
己
の
条

及
び
第
十
五
条
第
二
羽
に
お
い
て
「
前
科
医
療
等
携
務
」
左
い
う
。
)
に
従
事
す
る
者
は
、
品
開
科
口
腔
保
他
(
的
の
機

他
の
岡
山
田
陀
よ
る
も
の
を
合
む
J
に
資
す
る
よ
う
、
医
師
そ
の
他
歯
科
医
療
神
業
務
に
附
迎
す
る
業
務
に
従
事
す
る

出
と
の
際
鶴
な
辿
拠
を
図
り
つ
つ
.
適
切
に
そ
の
業
務
を
行
う
と
と
も
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
前
科
口
腔
保

仙
の
他
地
に
閲
し
て
腕
ず
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
.

(
国
民
の
仙
雌
の
保
持

m巡
の
た
め
に
必
裂
な
事
撲
を
行
う
者
の
責
務
)

第
五
条
法
令
に
誌
づ
き
問
民
の
他
蹴
の
保
持
刷
継
の
た
め
に
必
要
な
事
撲
を
行
う
世
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が

幽
科
目
脱
保
仙
の
挑
巡
に
閲
し
て
琳
ず
る
脳
慌
に
協
力
す
る
よ
う
鍔
め
る
も
の
と
す
る
。

(
悶
民
の
貨
務
)

第
六
条
悶
民
は
、
前
科
口
腔
保
他
に
附
す
る
宜
し
い
仰
織
を
持
ち
、
生
棋
に
わ
た
っ
て
日
常
生
活
に
お
い
て
自
ら
的

科
抗
出
の
予
防
に
向
け
た
取
組
を
行
う
と
と
も
に
、
定
期
的
に
曲
科
に
係
る
快
珍
{
他
山
肌
診
品
川
及
び
他
府
砂
附
を
含

む
.
郷
八
条
に
・
お
い
て
同
じ
。
)
を
受
け
、
及
び
必
盟
応
応
じ
て
山
間
科
保
他
出
川
晴
怖
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
脳
科
口
腔

保
他
に
努
め
る
も
の
と
す
る
.

〈
幽
科
口
腔
保
他
に
関
す
る
知
融
符
の
骨
及
啓
発
物
)

第
七
条
回
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
国
民
が
.
幽
科
目
腔
保
他
に
附
す
る
正
し
い
知
織
を
持
つ
と
と
も
に
‘
生
涯
に

わ
た
っ
で
m
口
常
生
活
に
お
い
て
蹴
科
抗
出
の
予
防
に
向
け
た
取
組
を
行
う
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
、
耐
科
口
腔
保
他

伝
聞
す
る
知
織
及
び
前
科
妓
瓜
の
予
防
に
向
付
た
取
組
に
附
す
る
普
及
啓
発
.
幽
科
口
腔
保
他
に
関
す
る
国
民
の
意

欲
を
附
め
る
た
め
の
迎
助
の
促
進
そ
の
他
の
必
現
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

(
定
則
的
に
尚
科
検
診
を
受
け
る
己
と
等
の
制
奨
部
)

第
八
条
回
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
四
民
が
定
則
的
に
歯
科
に
係
る
検
砕
を
受
け
る
こ
と
及
び
必
嬰
に
応
じ
て
前
科

保
他
指
抽
帽
を
受
け
る
と
と
(
以
下
己
の
条
及
び
次
条
に
お
ヮ
い
て
「
定
期
的
に
幽
科
検
診
を
受
け
る
こ
と
等
」
と
い
う
。
〉

を
促
進
す
る
た
め
、
定
則
的
に
働
科
検
診
を
受
け
る
こ
と
等
の
勧
奨
そ
の
他
の
必
誕
な
胞
取
を
訓
ず
る
も
の
と
す
る
。

(
問
答
者
絡
が
定
期
的
に
幽
科
検
診
を
受
け
る
ζ
と
怖
の
た
め
の
施
織
部
)

第
九
条
悶
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
附
告
書
、
介
般
を
必
要
と
す
る
向
的
自
そ
の
他
の
者
で
あ
っ
て
定
則
的
に
的
科

検
紗
を
受
け
る
乙
と
符
又
は
前
科
医
械
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
が
、
定
則
的
に
耐
科
検
診
を
受
け
る
と
と
等

又
は
脳
科
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
必
要
な
施
附
酬
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
.

{
前
科
山
間
瓜
の
予
防
の
た
め
の
措
雌
都
)

第
十
条
州
三
条
に
縦
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
聞
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
個
別
的
に
文
は
公
段
間
生
の
見
地
か
ら
行

う
山
間
科
疾
出
の
効
川
市
的
な
予
防
の
た
め
の
叫
制
服
そ
の
他
の
歯
科
ロ
股
保
仙
の
た
め
の
拙
附
に
閃
す
る
施
策
を
締
ず
る

も
の
と
す
る
。

(
口
脱
の
他
蹴
に
附
す
る
制
作
及
び
研
究
の
挑
辺
部
)

第
十
一
条
悶
及
び
地
方
公
孔
団
体
は
、
口
腔
の
他
肢
に
附
す
る
実
態
の
定
則
的
な
刷
脊
‘
口
胞
の
状
態
が
全
身
の
他

雌
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
研
究
]
曲
科
疾
出
に
係
る
よ
り
効
果
的
な
予
防
及
び
医
術
に
附
す
る
研
究
そ
の
他
の
口

腔
の
他
牒
に
閲
す
る
制
斑
及
び
研
究
の
川
拠
地
並
d
u
に
そ
の
成
果
の
活
用
の
促
進
の
た
め
に
必
裂
な
施
策
を
川
ず
る
も

の
と
す
る
。

(
歯
科
口
腔
保
他
の
拙
巡
に
附
す
る
け
拙
本
的
取
項
の
奴
定
噂
)

第
十
二
条
刷
用
生
労
働
大
臣
は
、
第
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
腕
定
に
よ
り
雌
ぜ
ら
れ
る
胞
筑
に
つ
き
、
そ
れ
ら
の
総
合

的
な
実
施
の
た
め
の
方
針
.
困
問
、
割
問
そ
の
他
の
基
本
的
事
現
在
定
め
る
も
の
と
す
る
.
.
 

2

前
間
引
の
越
本
的
事
項
は
、
他
脱

m巡
法
(
平
成
十
四
年
法
祁
第
百
三
時
)
第
七
条
第
一
羽
に
規
定
す
る
却
水
方
針
、

地
域
保
他
法
(
昭
和
二
十
二
年
抜
作
創
百
一
号
)
第
四
条
第
一
現
に
脱
定
す
る
必
木
指
針
そ
の
他
の
法
仰
の
脱
定
に

よ
る
万
針
文
は
指
釧
で
あ
っ
て
保
他
、
医
山
明
文
は
間
祉
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
訓
和
が
保
た
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

刷
用
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
刻
の
却
本
的
市
羽
を
定
め
、
文
は
こ
れ
を
変
児
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

附
係
行
政
機
関
の
長
に
協
憎
附
す
る
も
の
と
す
る
。

4

原
生
労
働
大
臣
は
、
筋
一
明
の
却
本
的
事
項
を
定
め
、

中
立
す
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
附

又
は
こ
れ
を
変
史
レ
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、

こ
れ
を
公
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第
十
三
条
都
道
府
県
は
、
前
条
第
一
項
の
必
本
的
事
項
を
助
架
し
て
、
か
っ
、
地
域
白
状
況
に
応
じ
て
、
当
服
部
辺

府
県
に
お
い
て
第
七
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
胤
定
に
よ
り
雌
ぜ
ら
れ
る
随
策
に
つ
宮
、
そ
れ
ら
の
総
合
的
な
史
胞

の
た
め
の
方
針
、
目
出
、
計
岡
そ
の
他
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
よ
う
お
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
前
項
の
必
本
的
市
中
柄
引
は
、
健
山
川
地
法
第
八
条
第
一
羽
に
川
胤
定
す
る
都
道
府
県
他
版
刷
准
叶
問
そ
の
他
の
法
律
の

規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
っ
て
保
他
、
医
療
又
は
郁
祉
に
附
す
る
事
現
在
定
め
る
も
の
と
制
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
財
政
上
の
措
附
等
)

第
十
四
条
・
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
的
科
口
腔
保
他
の
推
進
に
附
す
る
脳
加
を
実
施
す
る
た
め
に
必
裂
な
財
政
上

の
拙
間
そ
の
他
の
措
聞
を
摘
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
.

(
口
腔
保
側
支
扱
セ
ン
タ
ー
)

第
十
五
条
側
道
府
川
町
保
他
所
を
政
幽
す
る
市
及
び
特
別
区
は
、
口
腔
保
他
支
彼
セ
ン
タ
ー
を
設
け
る
と
と
が
で
き

る
.

2

口
腔
保
他
支
摘
出
セ
ン
タ
ー
は
、
第
七
条
か
ら
瓜
十
一
条
ま
で
に
組
定
す
る
胞
筑
の
実
胞
の
た
め
、
前
科
医
続
得
柴

防
に
従
事
す
る
者
等
に
対
す
る
制
服
の
拠
供
、
研
修
の
実
施
そ
の
仙
の
支
混
在
行
う
機
関
と
す
る
.

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
.

(号外第 174号)

開
生
労
働
大
臣

内
側
総
思
大
臣

'If制1/
!II 

l自fIt
人夫

手目

東
日
本
大
混
災
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
般
会
の
織
民
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
削
す
る
法
作
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

官

御

御

司4

名平
成
二
十
三
年
八
月
十
日

水11催日

内
問
総
四
大
臣

'/:i' 

l白
人

政
令
第
二
百
五
十
三
号

点
日
本
大
震
災
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
脱
会
の
繊
民
及
び
長
の
池
山
中
期
日
却
の
臨
時
特
例
に
附
す
る
法
仙
施

行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
京
日
本
大
館
災
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
綿
会
の
州
冊
目
及
び
長
の
巡
挙
期
日
却
の
臨
時
特
例
に
附
す
る
法

仰
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
三
年
法
作
第
九
十
一
一
号
)
の
施
行
に
伴
い
、
山
部
日
本
大
鍵
災
に
伴
う
地
方
公

共
団
体
の
椛
会
の
m
H
H
及
び
長
の
逝
揺
則
日
時
の
臨
時
特
例
に
附
す
る
法
律
{
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
号
)
筋
七
条

第
一
羽
白
規
定
に
必
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
.

来
日
本
大
波
災
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
誠
会
の
縦
員
及
び
長
の
加
品
中
川
日
停
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
体
施
行
令

(
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
十
六
号
)
の
一
川
酬
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
見
出
し
中
「
巡
挙
ム
名
簿
の
投
録
」
を
「
立
候
補
の
特
例
」
に
改
め
‘
同
条
の
表
公
脱
出
準
法
(
附
和
二

十
五
年
法
律
第
百
号
)
第
二
十
二
条
第
二
項
の
項
及
び
公
職
選
挙
法
第
二
十
三
品
目
筋
一
刻
の
現
在
削
り
、
問
申
立
公
腕
選

挙
法
第
四
十
六
条
の
ニ
第
二
羽
及
び
第
八
十
六
条
の
四
第
七
羽
の
羽
中
「
公
臓
巡
準
法
」
の
下
に
「
(
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
号
)
」
を
加
え
、
「
特
例
選
挙
川
日
」
を
「
淑
日
本
大
震
災
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
縮
会
の
総
員
及
び
長
の
選
挙

期
日
等
の
臨
時
特
例
に
附
す
る
法
作
(
平
成
ニ
ナ
=
一
年
法
体
第
二
号
)
第
一
条
第
一
項
に
則
定
す
る
特
例
剣
山
糸
川
日
』

に
改
め
る
。
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総
務
大
臣

内
聞
総
理
大
臣

間

則

〈
施
行
川
日
)

第
一
条
こ
の
政
令
は
、
公
布
白
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
迎
用
区
分
〉

第
二
条
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
東
日
本
大
館
災
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
椛
会
の
服
ぬ
及
び
長
の
選
挙
期
日
等

の
臨
時
特
例
に
附
す
る
法
仰
胞
行
令
の
腕
定
は
、
こ
の
政
令
の
胞
行
の
日
以
後
そ
の
朋
日
を
告
示
さ
れ
る
班
日
本
大

蝕
災
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
献
金
の
椛
民
及
び
長
の
選
挙
期
日
待
の
臨
時
特
例
に
閲
す
る
法
印
第
一
条
の
規
定
に

よ
り
行
わ
れ
る
選
挙
か
ら
適
川
し
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
則
日
を
告
示
さ
れ
た
同
条
の
規
定

に
よ
り
行
わ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

it E 
itl起
人 仰

消
防
団
員
時
公
務
災
留
柿
俄
等
賞
任
共
済
部
に
附
す
司
法
愉
施
行
令
の
一
郎
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す

る
.

御

N! 

名

~p 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
日

内
問
総
四
大
臣

人

'ij' 

政
令
第
二
百
五
十
四
号

消
防
聞
民
等
公
務
災
岱
加
償
都
責
任
共
済
報
に
附
す
る
法
律
他
行
令
の
6

一
郎
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
約
防
凹
員
等
公
務
災
密
柿
繍
噂
責
任
共
済
等
広
関
す
る
法
律
(
附
和
三
十
一
年
法
山

wm百
七
号
)
第
七
条

第
一
羽
の
腕
定
に
基
づ
き
、

v
」
の
政
令
を
制
定
す
ι

る。

消
防
団
良
部
公
務
災
山
官
補
償
時
賞
任
共
済
絡
に
附
す
昌
法
律
抑
行
令
(
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
四
十
六
時
)
の

一
怖
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
.

(
消
防
団
員
等
公
務
災
申
官
補
償
前
任
共
済
契
約
に
係
る
掛
金
の
献
の
特
例
)

第
五
条
平
成
二
十
三
年
度
に
限
り
、
第
四
条
第
ム
羽
第
一
号
及
び
第
二
号
蛇
ぴ
に
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、

ζ
れ
ら
の
規
定
中
「
千
九
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
『
二
万
四
千
七
百
円
」
と
す
る
。

凶

附

自

民

l

こ
の
政
令
は
.
公
布
の
日
か
ら
随
行
す
る
.

2

平
成
二
未
三
年
度
に
限
り
、
消
防
団
員
時
公
務
災
密
補
償
部
共
済
必
金
文
は
消
防
団
員
即
時
公
務
災
官
補
償
等
賞
任

共
済
怖
に
附
す
る
法
作
第
二
糸
第
三
羽
に
規
内
&
9る
錨
定
法
人
に
対
す
る
市
町
村
文
は
水
省
予
防
組
合
の
掛
金
に
つ

い
だ
、
改
正
後
の
消
防
剖
員
時
公
務
災
害
補
償
締
責
任
共
済
怖
に
附
す
る
法
祁
施
行
帝
(
以
下
「
締
A
E
と
い
う
。
)

筋
六
糸
第
}
現
及
び
第
二
羽
並
び
に
筋
十
一
-
品
川
一
の
規
定
を
適
用
岬
す
る
局
合
に
は
、
新
令
第
六
条
第
一
一
川
中
「
各
年
度

に
つ
い
て
、
当
政
年
度
の
閲
月
末
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
度
に
つ
い
て
は
、
必
金
文
は
指
定
法
人
に
対

す
る
同
年
度
の
榊
金
の
制
〔
以
下
「
特
例
適
川
後
掛
金
銅
」
h
と
い
ラ
J
の
う
ち
、
附
則
第
五
条
の
腕
定
の
適
用
が
な

い
も
の
と
し
た
刷
合
に
お
け
る
第
四
条
第
一
明
か
ら
第
三
項
ま
も
の
焼
定
に
よ
る
掛
金
の
制
に
相
当
す
る
金
額
の
掛

、L
:

3

A

M

(

、H強
行
「
特
例
泊

m削
掛
金
額
」
と
い
う
J
民、
3
h円
宅
ば
同
年
度
の
問
月
末
日
、
特
例
適
用
後
掛
金
額
か
ら
特
例

適
用
附
掛
金
訓
告
鐙
除
し
た
残
瓶
に
相
当
す
る
金
額
の
掛
金
(
以
下
「
辿
加
掛
金
額
」
と
い
う
J
に
つ
い
て
は
同
年

出
の
十
二
月
末
日
」
と
、
「
各
年
肢
の
四
月
末
日
」
と
あ
石
の
は
「
同
年
度
の
悶
月
末
日
」
と
、
「
当
政
年
度
の
掛
金
の

制
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
適
川
附
掛
金
制
」
と
、
「
当
時
肱
年
度
の
十
月
末
日
」
と
あ
る
の
は
「
同
年
度
の
十
月
末
日
」

と
、
則
条
第
二
項
中
円
自
の
腐
す
る
年
民
』
と
あ
る
の
ほ
「
日
」
、
と
、
「
掛
金
の
支
払
山
川
限
」
と
あ
る
の
は
「
偶
す
る

年
度
が
平
成
二
十
三
邑
度
力
あ
る
羽
合
に
お
け
る
同
年
度
の
掛
金
の
文
払
川
限
」
と
、
「
当
該
拠
約
を
現
に
締
結
し
た

日
か
ら
起
算
し
で
一
月
を
縦
過
す
る
日
(
以
下
乙
白
羽
に
お
い
て
「
初
年
皮
支
払
川
目
」
と
い
う
J
」
と
あ
る
の
は


